
４

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
三
種
病
原
体
等
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
第
五
号
（
第
三
十
一
条
の
三
十
五
第
一
項

又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）中
「
排
気
並
び
に
三
種
病
原
体
等
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
お

そ
れ
の
あ
る
排
水
及
び
物
品
」
と
あ
る
の
は
「
三
種
病
原
体
等
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
お
そ
れ
の
あ
る
物
品
」

と
し
、
同
項
第
一
号
（
第
三
十
一
条
の
三
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
は
適
用
し

な
い
。

４

令
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
三
種
病
原
体
等
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
三
種
病
原
体
等
に
つ
い
て

は
、
第
二
項
第
五
号（
第
三
十
一
条
の
三
十
五
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）中「
排

気
並
び
に
三
種
病
原
体
等
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
お
そ
れ
の
あ
る
排
水
及
び
物
品
」
と
あ
る
の
は
「
三
種
病
原

体
等
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
お
そ
れ
の
あ
る
物
品
」
と
し
、
同
項
第
一
号
（
第
三
十
一
条
の
三
十
五
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

（
四
種
病
原
体
等
の
保
管
、
使
用
及
び
滅
菌
等
の
基
準
）

（
四
種
病
原
体
等
の
保
管
、
使
用
及
び
滅
菌
等
の
基
準
）

第
三
十
一
条
の
三
十
四

（
略
）

第
三
十
一
条
の
三
十
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
五
十
六
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
の
う
ち
、
四
種
病
原
体
等

の
滅
菌
等
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

３

法
第
五
十
六
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
の
う
ち
、
四
種
病
原
体
等

の
滅
菌
等
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
六
条
第
二
十
五
項
第
六
号
に
掲
げ
る
四
種
病
原
体
等
の
滅
菌
等
を
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
分
以
上
の
煮
沸
を
す
る
方
法
、
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
水
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

で
あ
る
水
溶
液
中
に
三
十
分
間
以
上
の
浸
漬
を
す
る
方
法
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
方
法

で
無
害
化
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
六
条
第
二
十
三
項
第
六
号
に
掲
げ
る
四
種
病
原
体
等
の
滅
菌
等
を
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
分
以
上
の
煮
沸
を
す
る
方
法
、
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
水
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

で
あ
る
水
溶
液
中
に
三
十
分
間
以
上
の
浸
漬
を
す
る
方
法
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
方
法

で
無
害
化
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

４

法
第
六
条
第
二
十
五
項
第
一
号
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
Ａ
属
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ａ
ウ
イ
ル
ス
の
う
ち

血
清
亜
型
が
Ｈ
二
Ｎ
二
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）か
ら
第
八
号
ま
で
又
は
令
第
三
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号

（
フ
ラ
ビ
ウ
イ
ル
ス
属
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ
ル
ウ
イ
ル
ス
を
除
く
。）に
掲
げ
る
四
種
病
原
体
等
そ
の
他
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
四
種
病
原
体
等
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
第
五
号
（
第
三
十
一
条
の
三
十
五
第
一
項
又
は
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）中
「
排
気
並
び
に
四
種
病
原
体
等
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
お
そ
れ
の
あ
る
排

水
及
び
物
品
」
と
あ
る
の
は
「
四
種
病
原
体
等
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
お
そ
れ
の
あ
る
物
品
」
と
し
、
同
項
第

一
号
（
第
三
十
一
条
の
三
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

４

法
第
六
条
第
二
十
三
項
第
一
号
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
Ａ
属
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ａ
ウ
イ
ル
ス
の
う
ち

血
清
亜
型
が
Ｈ
二
Ｎ
二
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）か
ら
第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
又
は
令

第
三
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
（
フ
ラ
ビ
ウ
イ
ル
ス
属
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ
ル
ウ
イ
ル
ス
を
除
く
。）に
掲
げ
る
四

種
病
原
体
等
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
四
種
病
原
体
等
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
第
五
号
（
第
三
十
一
条

の
三
十
五
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）中
「
排
気
並
び
に
四
種
病
原
体
等
に
よ
っ

て
汚
染
さ
れ
た
お
そ
れ
の
あ
る
排
水
及
び
物
品
」
と
あ
る
の
は
「
四
種
病
原
体
等
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
お
そ

れ
の
あ
る
物
品
」
と
し
、
同
項
第
一
号
（
第
三
十
一
条
の
三
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
十
八
条
及
び
第
三
十
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
十
八
条
及
び
第
三
十
条
関
係
）

第

一

欄

（
届
出
動
物
等
）

第

二

欄

（
感
染
症
）

第

三

欄

（
事

項
）

第

一

欄

（
届
出
動
物
等
）

第

二

欄

（
感
染
症
）

第

三

欄

（
事

項
）

一

齧
歯
目
に
属

す
る
動
物
（
法

第
五
十
四
条
に

規
定
す
る
指
定

動
物（
以
下「
指

定
動
物
」
と
い

う
。）及
び
次
項

の
第
一
欄
に
掲

げ
る
も
の
を
除

く
。）

ペ
ス
ト
、狂
犬
病
、

エ
ム
ポ
ッ
ク
ス
、

腎
症
候
性
出
血

熱
、
ハ
ン
タ
ウ
イ

ル
ス
肺
症
候
群
、

野
兎
病
及
び
レ
プ

ト
ス
ピ
ラ
症

（
略
）

一

齧
歯
目
に
属

す
る
動
物
（
法

第
五
十
四
条
に

規
定
す
る
指
定

動
物（
以
下「
指

定
動
物
」
と
い

う
。）及
び
次
項

の
第
一
欄
に
掲

げ
る
も
の
を
除

く
。）

ペ
ス
ト
、狂
犬
病
、

サ
ル
痘
、
腎
症
候

性
出
血
熱
、
ハ
ン

タ
ウ
イ
ル
ス
肺
症

候
群
、
野
兎
病
及

び
レ
プ
ト
ス
ピ
ラ

症

（
略
）
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二

齧
歯
目
に
属

す
る
動
物
（
指

定
動
物
を
除

く
。）
で
あ
っ

て
、
感
染
性
の

疾
病
の
病
原
体

に
汚
染
さ
れ
、

又
は
汚
染
さ
れ

た
疑
い
の
な
い

こ
と
が
確
認
さ

れ
、
動
物
を
介

し
て
人
に
感
染

す
る
お
そ
れ
の

あ
る
疾
病
が
発

生
し
、
又
は
ま

ん
延
し
な
い
よ

う
衛
生
的
な
状

態
で
管
理
さ
れ

て
い
る
も
の

（
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
材

質
及
び
形
状
に

適
合
す
る
容
器

に
入
れ
ら
れ
て

い
る
も
の
に
限

る
。）

ペ
ス
ト
、狂
犬
病
、

エ
ム
ポ
ッ
ク
ス
、

腎
症
候
性
出
血

熱
、
ハ
ン
タ
ウ
イ

ル
ス
肺
症
候
群
、

野
兎
病
及
び
レ
プ

ト
ス
ピ
ラ
症

（
略
）

二

齧
歯
目
に
属

す
る
動
物
（
指

定
動
物
を
除

く
。）
で
あ
っ

て
、
感
染
性
の

疾
病
の
病
原
体

に
汚
染
さ
れ
、

又
は
汚
染
さ
れ

た
疑
い
の
な
い

こ
と
が
確
認
さ

れ
、
動
物
を
介

し
て
人
に
感
染

す
る
お
そ
れ
の

あ
る
疾
病
が
発

生
し
、
又
は
ま

ん
延
し
な
い
よ

う
衛
生
的
な
状

態
で
管
理
さ
れ

て
い
る
も
の

（
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
材

質
及
び
形
状
に

適
合
す
る
容
器

に
入
れ
ら
れ
て

い
る
も
の
に
限

る
。）

ペ
ス
ト
、狂
犬
病
、

サ
ル
痘
、
腎
症
候

性
出
血
熱
、
ハ
ン

タ
ウ
イ
ル
ス
肺
症

候
群
、
野
兎
病
及

び
レ
プ
ト
ス
ピ
ラ

症

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六

齧
歯
目
に
属

す
る
動
物
の
死

体
（
次
項
の
第

一
欄
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。

第
三
欄
に
お
い

て
同
じ
。）

ペ
ス
ト
、
エ
ム

ポ
ッ
ク
ス
、
腎
症

候
性
出
血
熱
、
ハ

ン
タ
ウ
イ
ル
ス
肺

症
候
群
、
野
兎
病

及
び
レ
プ
ト
ス
ピ

ラ
症

（
略
）

六

齧
歯
目
に
属

す
る
動
物
の
死

体
（
次
項
の
第

一
欄
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。

第
三
欄
に
お
い

て
同
じ
。）

ペ
ス
ト
、サ
ル
痘
、

腎
症
候
性
出
血

熱
、
ハ
ン
タ
ウ
イ

ル
ス
肺
症
候
群
、

野
兎
病
及
び
レ
プ

ト
ス
ピ
ラ
症

（
略
）

七

齧
歯
目
に
属

す
る
動
物
の
死

体
で
あ
っ
て
、

ホ
ル
ム
ア
ル
デ

ヒ
ド
溶
液
（
濃

度
が
三
・
五
重

量
パ
ー
セ
ン
ト

ペ
ス
ト
、
エ
ム

ポ
ッ
ク
ス
、
腎
症

候
性
出
血
熱
、
ハ

ン
タ
ウ
イ
ル
ス
肺

症
候
群
、
野
兎
病

及
び
レ
プ
ト
ス
ピ

ラ
症

（
略
）

七

齧
歯
目
に
属

す
る
動
物
の
死

体
で
あ
っ
て
、

ホ
ル
ム
ア
ル
デ

ヒ
ド
溶
液
（
濃

度
が
三
・
五
重

量
パ
ー
セ
ン
ト

ペ
ス
ト
、サ
ル
痘
、

腎
症
候
性
出
血

熱
、
ハ
ン
タ
ウ
イ

ル
ス
肺
症
候
群
、

野
兎
病
及
び
レ
プ

ト
ス
ピ
ラ
症

（
略
）
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

以
上
の
も
の
に

限
る
。
以
下
同

じ
。）又
は
エ
タ

ノ
ー
ル
溶
液

（
濃
度
が
七
十

重
量
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
の
も
の

に
限
る
。
以
下

同
じ
。）の
い
ず

れ
か
の
溶
液
中

に
密
封
さ
れ
た

も
の

以
上
の
も
の
に

限
る
。
以
下
同

じ
。）又
は
エ
タ

ノ
ー
ル
溶
液

（
濃
度
が
七
十

重
量
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
の
も
の

に
限
る
。
以
下

同
じ
。）の
い
ず

れ
か
の
溶
液
中

に
密
封
さ
れ
た

も
の

（
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
四
章
の
二
の
二

（
略
）

第
一
章
〜
第
四
章
の
二
の
二

（
略
）

第
四
章
の
二
の
二
の
二

災
害
・
感
染
症
医
療
確
保
事
業
に
係
る
人
材
の
確
保
等
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の

二

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
の
四
）

（
新
設
）

第
四
章
の
二
の
三

地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
の

五

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
四
）

第
四
章
の
二
の
三

地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二

第

三
十
条
の
三
十
三
の
十
四
）

第
四
章
の
三
〜
第
七
章

（
略
）

第
四
章
の
三
〜
第
七
章

（
略
）

附
則

附
則

第
一
条
の
十
四

（
略
）

第
一
条
の
十
四

（
略
）

２
〜
12

（
略
）

２
〜
12

（
略
）

13

法
第
七
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
条
件
は
、
法
第
三
十
条
の
四
第
十
項
の
政
令
で
定
め
る
事
情

が
な
く
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
若
し
く
は
同
条
第
十
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
床
に
お
い
て
当

該
病
床
に
係
る
業
務
が
行
わ
れ
な
く
な
つ
た
場
合
又
は
法
第
三
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
提
供
体
制

の
確
保
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
期
限
を
経
過
し
た
場
合
に

は
、
当
該
許
可
に
係
る
病
院
又
は
診
療
所
の
所
在
地
を
含
む
地
域
（
当
該
許
可
に
係
る
病
床
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
特
例
許
可
病
床
」
と
い
う
。）が
療
養
病
床
等
の
み
で
あ
る
場
合
は
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
法
第

三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
区
域
と
し
、
特
例
許
可
病
床
が
精
神
病
床
、
感
染
症
病
床
又
は
結

核
病
床
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
精
神
病
床
等
」
と
い
う
。）の
み
で
あ
る
場
合
は
当
該
都
道
府
県
の
区
域
と

し
、
特
例
許
可
病
床
が
療
養
病
床
等
及
び
精
神
病
床
等
で
あ
る
場
合
は
同
号
に
規
定
す
る
区
域
及
び
当
該
都
道

府
県
の
区
域
と
す
る
。）に
お
け
る
病
院
又
は
診
療
所
の
病
床
の
当
該
許
可
に
係
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
た
数

（
特
例
許
可
病
床
が
療
養
病
床
等
の
み
で
あ
る
場
合
は
、そ
の
地
域
に
お
け
る
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
の
数
）

13

法
第
七
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
条
件
は
、
法
第
三
十
条
の
四
第
十
項
の
政
令
で
定
め
る
事
情

が
な
く
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
又
は
同
条
第
十
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
床
に
お
い
て
当
該
病

床
に
係
る
業
務
が
行
わ
れ
な
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
許
可
に
係
る
病
院
又
は
診
療
所
の
所
在
地
を
含
む
地

域
（
当
該
許
可
に
係
る
病
床
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
許
可
病
床
」
と
い
う
。）が
療
養
病
床
等
の
み
で

あ
る
場
合
は
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
同
条
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
区
域
と
し
、
特
例
許
可
病
床
が

精
神
病
床
、
感
染
症
病
床
又
は
結
核
病
床
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
精
神
病
床
等
」
と
い
う
。）の
み
で
あ
る

場
合
は
当
該
都
道
府
県
の
区
域
と
し
、
特
例
許
可
病
床
が
療
養
病
床
等
及
び
精
神
病
床
等
で
あ
る
場
合
は
同
号

に
規
定
す
る
区
域
及
び
当
該
都
道
府
県
の
区
域
と
す
る
。）に
お
け
る
病
院
又
は
診
療
所
の
病
床
の
当
該
許
可
に

係
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
た
数
（
特
例
許
可
病
床
が
療
養
病
床
等
の
み
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
地
域
に
お
け
る

療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
の
数
）
の
う
ち
、
同
条
第
八
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
医
療
計
画

に
お
い
て
定
め
る
そ
の
地
域
の
当
該
許
可
に
係
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
た
基
準
病
床
数
（
特
例
許
可
病
床
が
療
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